
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項の規定に基づき

下記事業所における労働者派遣事業に関わる情報をお知らせいたします。

許可番号 派14-301234

事業所の名称 株式会社スマイルクルー　名古屋支店

事業所の所在地 愛知県名古屋市西区名駅二丁目23番14号　VIA141-212

待遇決定方式

32 （人）

16 （人）

21 （件）

16,084 （円）

10,357 （円）

35.6 （％）

※マージンには、派遣労働者の社会保険料、有給休暇費用、福利厚生や教育訓練費なども含まれます。

名古屋支店　　052-533-3399

マージン率

4　教育訓練に関する事項

個人情報保護研修、機密情報保護研修、ビジネスマナー研修、安全衛生教育、パソコン研修等で自身の

経験やスキルに合わせて段階的にスキルアップする機会を提供します。

5　その他の参考事項

ご就業いただく際は、健康保険・厚生年金・雇用保険にご加入いただけます。（雇用条件によります）

また、対象となる方には、産前産後休暇・育児休業休暇・介護休業の制度も利用可能です。

6　キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先

派遣労働者の賃金の額の平均額（1日8時間あたりの額）

労働者派遣事業に関わる情報提供

労使協定方式（すべての派遣労働者に適用、終期：2027/3/31）

派遣料金の平均

1　派遣労働者数

派遣労働者の数（2026年6月1日付け）

雇用安定措置を講じた人数

2　労働者派遣の役務の提供を受けた者の数

派遣先の実数（事業年度当たりの事業所数）

3　派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項

労働者派遣に関する料金の額の平均額（1日8時間あたりの額）

派遣料金の平均　―　派遣労働者の賃金の平均額
マージン率 ＝


